
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続人の順位                       

Ｑ：相続人には順位があるそうですが、ど

のようになっているのですか？                               

                                              

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

相続人の順位は民法で次のように規定され

ています。後順位者は、先順位者がいない場

合に限り相続人になることができます。 

 ①第１順位…配偶者と子(子の代襲相続人) 

 ②第２順位…配偶者と父母(祖父母) 

 ③第３順位…配偶者と兄弟姉妹 

つまり、被相続人に配偶者と子供がいれば

配偶者と子供が相続人になり、子供が亡くな

っていて孫がいる場合には孫が、そして孫も

亡くなっている場合には曾孫が代襲相続人と

して相続人になります。そして、子供も孫も

曾孫もいない場合は、第２順位の被相続人の

父母が相続人になり、父母が亡くなっている

場合には、祖父母が相続人になります。なお、

この場合の父母、祖父母というのは、被相続

人の父母、祖父母をいい、配偶者の父母、祖

父母は相続人にはなれません。  

そして、第２順位がいない場合に第３順位

の被相続人の兄弟姉妹が相続人になるのです

が、兄弟姉妹が亡くなっている場合には、そ

の子供、つまり、甥や姪が相続人になります。

ただし、甥や姪が亡くなっている場合には、

その子供は相続人にはなれません。 

なお、配偶者は、常に相続人になれること

になっていますので、配偶者以外の相続人が

いない場合には、配偶者だけが相続人になる

ことになります。 
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